
｢~…~－－

’

－

－．－舎 丘 ,－

－－も凸▲一色一宇～
ヰマー一、 面←－

ー■時一一一一
－

－ー~面一凸や一△ ●一一6 =子－
二 ■ q 一一

I事務総局会議（第 回）議事録10

凡
一
弓

OH寺OC

リ
ン
一
右

士
「

目・＝~墓

ヨ省 琴三・・ ・.諾

苛報政策課長兼審議官

求めゐ手続の見直し等のための廣

澆局長説明（資料第1）
手春の藍綬褒章受章者の内定にっ
雲局-房説明（醤料笛ヮ｝

４

１

口

０

０

口

■

０

１

日

■

Ⅱ

Ⅱ

Ⅱ

９

６

■

■

，

ａ

■

■

■

Ｐ

ｔ

、

ｂ

Ｆ

ｌ

Ｔ

ｐ

１

■

■

宮

■

■

■

■

■

■

■

■

ｑ

ｇ

Ｄ

●

■

２

７

●

■

■

■

中

＃

４

０

口

■

Ｊ

Ａ

ｎ

。

日

亘

■

■

■

■

７

６

０

；

Ｐ

９

ｐ

Ｄ

Ｄ

Ｄ

■

Ｂ

”

、

ロ

ロ

、

“

□

■

ロ

■

■

■

■

Ｋ

Ｄ

０

Ｂ

■

ｃ

９

５

ｒ

ｆ

色

ｆ

う

ど

官

■

■

Ｂ

■

■

ロ

■

■

０

■

■

■

■

■

ｌ
Ｉ
Ｉ
ｌ
ｌ
ｉ
‐
１
１
１
１
‐
ｌ
１
Ｉ
ｉ
ｌ
－
Ｉ
ｌ
脈
ｌ
ｌ
－
Ｉ
ｉ
ｌ
‐

｜
Ｌ
一

一
・
備
一
長
・
一

三
舗
一
課
，
一

一
雑
一
繼
一

一
．
一

凸
■
９
“
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
▼
’
１
，
８
，
’
，
●
，
偽
，
’
’
’
’
一
‐
‐
●
●
’
‘
．
，
，
’
，
，
Ｐ
９
６
↓
Ｉ
■
０
■
■
９
０
■
０
国
■
■
■
■
■
ｉ
０
８
０
１
９
４
■
Ｂ
Ｉ
ｂ
・
Ｄ
ｐ
ｆ
’
一

一
線
一
一

Ｅ
８
ｏ
ｊ
ｌ
面
■
Ⅱ
■
Ｂ
■
ｒ
ｌ
ｌ
１
１
ｏ
ｒ
ｄ
０
５
■
Ⅱ
Ⅱ
Ⅱ
！
‐
‐
‐
‐
当
日
，
ｆ
２
ｒ
０
ｆ
Ｐ
１
Ｆ
・
ｊ
ｆ
り
４
０
ｉ
■
Ｕ
Ｉ
ｄ
Ｉ
０
Ｄ
４
ｊ
，
Ｊ
Ｊ
８
ｖ
’
‐
‐
‐
‐
‐
，
’
一
電
，
０
９
１
９
１
０
９
口
０
■
Ⅱ
Ⅱ
Ⅱ
Ⅱ
，
０
，
甲
４
１
‐
。
．
●
６
，
１
１
■
６
●
Ｉ
Ⅱ
■
■
Ⅱ
０
０
１
０
■
ｌ
０
ｆ
０
－

－
■
｜

●

◇
一口一

二
寛
一

一
賀
一

一
２
－
罎
一

，
Ｉ
Ｉ
Ｉ
ｌ
Ｊ
０
ｌ
Ｉ
１
』



靜聲露議料茅｛
事務総局会議配布資料

最高裁総＝第⑧⑬鹸号

（庶い－o4)

令和3年3月⑯⑥日

高等裁判所長官

地方裁判所長

家庭裁判所長

殿
殿
殿

最高裁判所事務総長中村 愼

押印を求める手続の見直し等のための関係通達の一部改正に

ついて（依命通達）

下記に掲げる通達の一部をそれぞれ次のように改正します。 ：

なお，簡易裁判所に対しては，所管の地方裁判所長から伝達してください O
記

第1 平成10年4月30日付け最高裁総二第22号総務局長通達ﾝ'‘1 －1－'"‘’1U十‘士河OUR1､｣iﾉ取同菰総一弟ZZ号総務局長通達「図書資料事務

取扱要領について」

別紙様式第1を別紙1のように改める。

第2平成4年8月21日付け最高裁総三第26号事務総長通達「事件の受付及び
分配に関する事務の取扱いについて」

記第2の2の(3)中「受領印」を｢受領した旨の確認」に改め， 同(3)のただし書
中「認印を受ける」を「その旨の確認をする」に改める。

第3平成4年8月21日付け最高裁総三第28号総務局長通達「帳簿諸票の備付
け等に関する事務の取扱いについてj

l 記第2の1の〈1)の力中「の受領印」を「を受領した旨の確認」に改める。
2別紙様式第36を別紙2のように改める。

1



第4平成7年3月30日付け最高裁総三第28号総務局長，経理局長通達「過納

手数料等の還付金の支払及び旅費，鑑定費用等の概算払等の取扱いについてj

別紙様式第1を別紙3のように，別紙様式第2を別紙4のように，別紙様式第
6を別紙5のように改める。

第5 平成9年8月20日付け最高裁総三第97号総務局長通達「事件記録等の閲
覧等に関する事務の取扱いについて」

1記第3の3の(1)のア中「閲覧人・謄写人記録等受領印」を「閲覧人・謄写人

記録等受領確認jに， 「その受領印」を. ｢受領した旨の確認」に改め，同4の

(1)中「複製申請人複製物受領印」を｢複製申請人複製物受領確認」に， 「に受
領印」を「に受領した旨の確認」に改める。

2別紙様式第1を別紙6のように,､別紙様式第2を別紙7のように，別紙様式

第3を別紙8のように，別紙様式第4を別紙9のように，別紙様式第5を別紙
10のように改める。

第6平成4年9月2日付け最高裁総三第31号事務総長通達「裁判所の事件に関

する保管金等の取扱いに関する規程の運用について」

1 記第3の3の(2)のウ中「受領印」を「受領した旨の確認」に改める。

2別紙様式第6を別紙11のように，別紙様式第8を別紙12のように改める。

第7平成7年3月24日付け最高裁総三第1S号事務総長通達「予納郵便切手の
取扱いに関する規程の運用について」

1”記第5の1の(3)のア中「受領印若しくは署名」を「受領した旨の確認」に改
める。

2別紙様式第1を別紙13のように，別紙様式第2を別紙14のように，別紙

様式第3を別紙15のように，別紙様式第4を別紙16のように,別紙様式第

5を別紙17のように，別紙様式第6を別紙18のように，別紙様式第7を別

紙19のように，別紙様式第8を別紙20のように改める｡

第8平成9年7月16日付け最高裁総三第84号総務局長,民事局長通達｢少額
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「

訴訟における手続教示，録音テープ等への記録の手続及び口頭弁論調書の作成に

ついて」

別紙様式第1を別紙21のように，別紙様式第2を別紙22のように改める。

第9平成20年2月5日付け最高裁総三第000023号総務局長通達「民事裁判事務

支援システムを利用した事務処理の運用について」

1記第4の2の(3)のエの(ｳ)中［受領印」を「受領した旨の確認」に改める。

2別紙様式第1を別紙23のように，別紙様式第2を別紙24のように改める。

第10平成7年4月28日付け最高裁総三第24号事務総長通達「押収物等取扱
、

規程の運用について」

1 記第5の2のく5)中「受領印」を「受領した旨の確認」に改める。

2別紙様式第1を別紙25のように；別紙様式第2を別紙26のように，別紙

様式第3を別紙27のように，別紙様式第3の2を別紙28のように；別紙様

式第4を別紙29のように，別紙様式第5を別紙30のように，別紙様式第6

を別紙31のように，別紙様式第7を別紙32のように，別紙様式第8を別紙

33のように，別紙様式第9を別紙34のように，別紙様式第10を別紙35

のように，別紙様式第11を別紙36のように，別紙様式第12を別紙37の

ように，別紙様式第13を別紙3sのようにゥ別紙様式第14を別紙39のよ

うに，別紙様式第15を別紙40のように，別紙様式第15の2を別紙41の

ように，別紙様式第16を別紙42のように，別紙様式第17を別紙43のよ

うに，別紙様式第1.8を別紙44のように，別紙様式第19を別紙4sのよう

に，別紙様式第19の2を別紙46のように，別紙様式第20を別紙47のよ

うに，別紙様式第21を別紙48のように，別紙様式第22を別紙4gのよう

に，別紙様式第23を別紙50のように，別紙様式第24を別紙51のように，

別紙様式第25を別紙52のように，別紙様式第26を別紙53のように，別

紙様式第27を別紙54のように，別紙様式第28を別紙55のように，別紙

様式第29を別紙56のように，別紙様式第30を別紙57のように改める．

3



『

第11 平成20年10月22日付け最高裁総三第000990号総務局長刑事局長通

達「刑事損害賠償命令事件の調書の様式，記録の編成等について」

別紙様式第11を別紙5sのように改める。

第12 平成27年6月19日付け最高裁総三第133号総務局長通達「民事裁判

事務支援システムを利用した家事事件等の事務処理の運用について」 、

1 記第4の3の(4)のウ中「受領印｣‘を「受領した旨の確認」に改め， 同6の(1)
中「押印及び」を削る。

2別紙様式第1を別紙59のように，別紙様式第2を別紙60のように改める。

第13 平成23年1月13日付け最高裁総三第000004号総務局長通達「刑事裁判

事務支援システムを利用した事務処理の運用について」

記第2の1の(2)中「受領印」を「受領確認」に改め，同2の(1)及び(2)中「受領
印」の次に「又は受領確認」を加える。

第14平成16年3月5日付け最高裁民二第97号民事局長，家庭局長，総務局

長通達｢民事保全の手続及び配偶者暴力等に関する保護命令の手続における録音
体の利用，調書の様式等について」

別紙様式第2を別紙61のように改める。

第15 平成3年4月10日付け最高裁民二第89号事務総長通達「民事訴訟手続

に関する条約等による文書の送達，証拠調べ等及び執行認許の請求の嘱託並びに

訴訟上の救助請求書の送付について」

別紙様式第1を別紙62のように，別紙様式第2を別紙63のように，別紙様

式第3を別紙64のように，別紙様式第4を別紙65のように；別紙様式第5を

別紙66のように，別紙様式第6を別紙67のように，別紙様式第7を別紙68

のように，別紙様式第8を別紙69のように，別紙様式第9を別紙70のように，

別紙様式第10を別紙71のように，別紙様式第11を別紙72のように,別紙

様式第12を別紙73のように，別紙様式第13を別紙74のように，別紙様式

第14を別紙75のように，別紙様式第15を別紙76のように改める。
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第16平成9年12月22日付け最高裁民二第616号事務総長通達「 「民事訴

訟費用等に関する法律」 ， 「刑事訴訟費用等に関する法律」等の運用について」

別紙第1中「判を押し」を削り，別紙第2を別紙77のように改める。

第17平成4年7月8日付け最高裁民二第193号民事局長，総務局長，経理局
長通達「鑑定委員に対する日当等の支給について」

1 記乞及び記3中「署名又は押印」を「記名」に改める。

2別紙様式第1､を別紙7sのように，別紙様式第2を別紙79のように改める。

第1S平成2年1.2月13日付け最高裁民三第499号民事局長通達「滞納処分
と強制執行等との手続の調整に関する事務の取扱いについて」

1 記1の(1)中「記名押印した」を「記名した｣に改める。

2記10及び記13中「記名押印して」を「記名して」に改める。

第19平成6年12月20日付け最高裁民三第441号事務総長通達「執行官等
に関する事務について」

別紙様式第1の2を別紙80のよう．に，別紙様式第4の2を別紙81のように
改める。

第20平成18年8月9日付け最高裁民一第000574号民事局長依命通達「民事訴

訟法第132条の10第1項に規定する電子情報処理組織を用いて取り扱う督促
手続に関する事務の取扱いについて」

別紙様式を別紙82のように改める。

第21 平成23年3月28日付け最高裁家一第001376号事務総長通達「予納収入
印紙及び予納登記印紙の取扱いについて」

1 記第2の4の(1)のウの(ｱ)中「受領印若しくは署名」を「受領した旨の確認」
に改める。

2別紙様式第1を別紙83のように，別紙様式第2を別紙84のように，別紙

様式第3差別紙85のように，別紙様式第4を別紙86のように，別紙様式第
5を別紙87のように，別紙様式第6を別紙88のように，別紙様式第7を別

馬



紙89のように，別紙様式第8を別紙90のように，別紙様式第9を別紙91

のように，別紙様式第10を別紙92のように改める。

付記

1 この通達は，令和3年4月1日から実施する。ただし，記第2から記第18ま

で及び記第21の定めは，同年7月1日から実施する。

2 この通達の実施の際，従前の様式による用紙が残存している場合には， これを

使用して差し支えない。
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(別紙1）

(別紙様式第1）

書 原 簿

著者名 書 名（巻次、版次）

受 入

年月 日

受入

種別

分類

記号
図書

登録番号
発行所 出版年 定価 備付先 備 考

割



(別紙2）
(別紙様式第36）

,令和 年（ ）

雪|事件善号|簿|率=￥ i被疑者等|獣|裁判官結果'臺菫” ￥
； ．

一一

発付

（
行
イ
・
行
ク
・
ろ
・
む令

状
て
・
家
ロ
．
少
ロ

睾
箙

求
事
件
簿 医

に
）

一一
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（別紙3）

捌紙様式第1）

概算請求書
表判所 御中

裁判所 、 令和 年（ ）第 ロ
言

請求費目

で需乗署記廟一一ー一一

I

＝

一
一

●
一

一

一

一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一

一
ｂ
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一

すま

一
一
一
一

し求

一
一

請

算
一
一

概
一
一一も
一

を

一
一

目費

求
《
｜

記
日
一
一
三

請

一
◆
一

上

一
一

て
月
言
．
そ
一

いつに
年
一

一
一

件
一
一

標
令
一
州
乖
一
岫

事記
和
－１
二

一
一

店

一

一
一
一
一
一
服
一

一
一

一●鵬一鋤一

》
｜
躯
一
一
一

節
一
・
一

一
雛
一

一
一
一
一
一
一

.座番号（記号。番長

一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
Ｊ
一
一
一
一
一
》
’
一
一
一
一

’

一
’

一
一
一

一
う
ぎ
口

概算額支鵜挟淀標

概算払支給額
｜ 令和 年 月 β

計 円I 係官印

一
一
一
一
一

■

ロ

一

一

一
一
一
一
一

一
一
一
．
ヨ
一

一
一
一
一
一

↑
「
一
一
一

一
一
一
一
一

由
一
一
一
一
一

事
一
一
一
一

一
一
一
一
一

ぜ
・
雪
ヨ
ー
一

括
－
１
Ｆ
二
‐

’
一
一
一

額
一
円
一
一
一
一

催
三
二

内

1

訳

aL皇≦現金払等領収穂

上記の概算払支給額を領収しました。

令和 年 月 日 。

氏名

4備考
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、

(別紙4）

(別紙様式第2）

精算請求書
茂判所 御中

裁判所 令和 年（ ）第 号

出
一
和
－
令

一
日

一
日
一

斗
月
一
月

年
一

年

頭 ｜ －田一頭一蕩
’一－一一一ー

,.P▽－－.苗一■－= 益－

1

所 －
■一Fもも●や｡アー一一一一一一苧今Pムマーマー－｡ー一

ー…①0－｡ーー

請求費目

1請求者記入穂

標記事件について，上記請求費目を精算請求します。

令和 年 月 日
韓一一■こ▼▽ ･■蓉寺7 J寺一一一一一一● ザ"今 "●－－－－－揖一→ ､祥一一一申やめ● 一一一一一一一●." 今▼ ニーーーヂ■ 心ヴーー一. 寺一一一一一一一一一.－． マローーーー■一角、ﾀず●律◆やb､旬一一△一一一一一一少r･』 ■隼･ 心◆ごー再一一一一■P垂里､マヶー芋

住所

一
一
一
一
↓
’
三
一
一
一
一
一

・
一
七
一

一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
三
一
一
一
壬
一
一
一
。

－
ガナ
一

名

一
刀
一
氏

ーv■＝

口座名義

2精鍔醗映遼這語額蕊壼爾蘋戻薊

令和 年 月 日

係官印 『

精算額
一一一一律 口T－－－－－

計

既払額
D－ｰ－－－，緬一卓｡

(概算額） 追給額
一・一芦一一一一一一一一一-－－－へー.

‘’円

返納額
Pゆ』 竺今､P＆己一一一一一寺酔ー－－－－－－偽一÷苧

一

円 円 円

一
↓
一

一
一
一

■
一
一

Ｌ
一幽

額
一
一

ｉ
一
一

事 由
毎一色●Pq内々.『ーー一一一一一一一一一勺ターー兵曇■一一一一一一榊却¥，訂､P－－－一全＝芽～守一一一一一一い･ ･ F、~一一一一伊･ 勺～ゅ■一一一一・一守・合･ｰ一一一一●－－一律一一℃子主

内 －…~ー－一式.~へ''.一一一一'一一・－－．－－－－一一一一一一一一一一宮一・一－一一一一.一一一.一一一一.､一一一､-.- -- ... ．
●

今

訳

ジ

現金払等領収橘

上記の追給額を領収しました。

令和 年 月 日

氏名

4備考

10



(別紙5）

(別紙様式第6）

確定払請求書

11

裁判所 令和 年（ ）第 号

F●一一q一一

四
一一一一一～一一

』録 一F ノゴ 口 I
一一一ヨ

令和 年 月 日
－－－弓一一

’

出唄揚げT
やイザb q－－合

~~一・・一~~ーロー=一・一一一-一一一一一一一一一 ・・一一----‐ --‐ .－‐－－－－ ．..、

茎 項園河薄?回仰u〆、1剛

標記事件について，

令和 年 月 日
－告 苧 ﾖ Fq ■ ﾛーーー＝学 ■一毛

L辱■q二 F ･凸一一一

を請求します。

再 ■●一上 や一一→－－口一一一一一 』 デー■ の一 七 マヂテ △ ママーーーー一 一口ー■■－＝÷■ ●-毛一▽画也一一一一←－ ■～ － 4戸一一二つ■F一
･

住所

■◆ 守● 争争 ● 即 今今も一一■ 岬甲一一ﾛ 些与｡一一一芋~一己－－~~毎F、毎－一｡－－今一一ゆ一－一一一~一一一戸や≠－－－－ーT＝マー甲一一､■b堺里 .｡～一－一一一一口 "＝P凸グー配●一再面一一一一一割一－一オー､←●､伝←ー…一－－－－－レョや一一一一→●

フリガナ
｡

－中●－－－了一一－－－－－－

氏名

■ ●一 ▲●▲全今－

.～~ﾛﾟ戸一一△ウーーローマ マや。一一 ﾛ■■ ず一 寵一
－－一a '一■口串寺●冬 一a圭一●己甸■一一一一● ﾏ ｰ

勺一一勺串一一一一一士』一一＝ 二－ ‘一一◆一十 －－－

振込先金融機関名

損金種別

口座番号（記号・番号）
●
一

ﾗﾜｰ芳子-－－

口座名義

－

８
８
０
９
１
８
Ｕ
０
ｏ
ｆ
Ｇ
ｌ
ｎ

銀行・金庫。組合
L●－－凸一手･戸争一一一一へ守寺 ●一一一一・今■－や一一七轄凸 己や4口一色一一一一一－ーー●ず ＝ 合

－Tf一色一■一一一一●･今 全 ÷
●公●＝グー

普通 ・ 当座

＝－ー~ー－

，

9

､－－一

店
一一・・'一－．－．－－－．－－…'‘~,｡－-－－－－－－－．‘.- .一一 _ .._ . .-.-.-,●

｡

通知 ． 別段
与一一一一一一ウーー－一旬一一一ヘワ写 国首一一一一や -｡ =■供巳P

一一と一■ー－－■ニニーーーゥマ e 己
●

－~一一~一~－－ーデー.一一一一一一-－－－－－．－－－－－－－－……－-一一一一・－－－－－…－－－－－－－…－－－－－ －－－
①

3白

T－
I
ク
Ｇ
も
０
ａ
■
日
日
１
８
■
且
■

－p－r F－－－－一二 弓一寸■
ヶ戸 ←"－7･ b－= で ℃ ､ 0

－－－F ●■ 一 面－－－－●－－●～一一一■価一＝一ー－－→一 一二

~ ； ：ー輻1"蝿を樗切”／ ・ ‐ ．》 ウ

支給額

計 円

令和 年 月 日

係官印

ノ

内

訳

韻缶． ’

一一一-－－－.=－－…一一一一一一一一ニーーーーーー－-.. .-＝

ｰ－一－一宜与一→一百 L一

－写一①

円
‐L,～一己一一

一一守寺＝

■ . △守一一△字 一●■－←－－－面一一一句 『 争 q旱

一ーーー今ご △ー Q--ご 一℃『記－■司

－斗一
■
巳
■
Ｔ
７
Ｐ
■
。
〃
Ｆ
１
＆
■
■

T
１
－
＃
！

-ト
‐

６

’

４

丑

。

L●一口寺司●－－－－ 今

－－－勺■

事 由
古 ■、一一一一■~－p一角や今・四4－－－唖一』やヴザ罰 ､＝

も ■ ず①一－~U●一ョ､－－『－－4■二一－一－－－－や缶 =－－－←△ローヂ q 4ユ ー

寺‐~一一一一一垣畠"－一一一Pグー －ザタ ーー ■一一一マー込む ←一一一一一一=■ L→－－－－－－卓一因 勺 申 ← 今－－－凸幸 r 一 ■■■■■■

一一一｡一一一一一一－－肝一一一一一声一－一一テ士､ 二 申- pゲ 吟ﾏ

ゲ#｡－－－－－P*-－

" F一一一一勺q~●一一一一寸ご■ 司 凸 合 一子 一 ● ■ 画も一旬一一一Tご ■一

←ｰ F＝今寺P" ･←－－F▽ 6≠gマー一.､禺巳十 一"凸 ■一ー－－ーマーーーーー空 △一一守画､■ －－－－－－T 宇一 ‘一一や－－－■←凸←一一一一元凸、－－－口幸一－－． L△七七●一一一一 △一ｳ －

､一一.■一ザーーヰp･ﾛロム奇｡←▽･~ー勺一､ ■ のヶ、 可 一 一 ､ - 一.

一~…~一一一一一~－~……~…－－-一一一… ‘ ･－．－－－－．…一一一一・一－－．－－－－－…＝ ＝”… ….－

尊 ・シ⑭エコニで.B墨竪1m； ・‐
″

上記の文詣額を領収しました。

令和 年 月 日

氏名

~蚕 ザ函タマ． ‐

● ､
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〔男…第1），
－

』 ヰ
ーニー･ ‐

●

、 “

'． ‐－．.……….…･…...､一･････….-...-．例． 。~..……，．｡』･……?､．.?．｡･弓取･･･一・今1…･･'…．。‘,｡もめ.･･･，練…．.…･‘･･････員･…･･･……･･-.9

(庁名）

｢蔵~蔦冨喜r
－－－－－－＝ゆ－．－一

号露

●画

’■oや勺角←●●ゆむ●●毎●●
●

●1

｡

⑤

℃

12

民事事件配録等閲覧・職qp F願
●、

寧鮪区分 閲露‘･勝 零°.柊製
申鯛隼月

● ■

同．

亭件審号
・ ・

'一・一

尚事奮
氏・喝

》
申

原智等

i

彼資辱

閲‘党等の目的

甲

令和 年 月
凸

一一二一一 . 一

.令和． .､年《
Q ◆

－－

一
，

↓

申
一
今一

日
9
－

鏑 号

ー

‐一一一一△～－－－－，－－－－. '

一

I瀞鶴掌車蝉・そ-の
戸 。

し

他

〕

申

鯖

人

妄 格

－－

住 所
又は

令 e

涛磯･士会

氏 患

閲覧

勝写
人氏宅

●

幽亭が。代理人・利密関係人
●

その他《 ． 》

－卓一一一▲ー6ヶ一= . - -=ﾆ

－－，－－－－ 一 一一

印

－．℃－一

’
所寡具塾時間 ◆

ー●～

吟価 ． 、
-- 一－ －

． ・ 淵

一

分
一
日

由り●

艶出春綱 『
旬

任統・
●●●

その：連

〕
閲 覚辱の郡分

● 群;否及び特別猫定条件 貯可櫓蟹印

解

答

樋．当郁係 部 係．



(別紙7）

ロ ｡ 一 凸壷 0

㈱’紙綱錆･2)

■の ■|■■
■ー･ー

(庁名）
一一~一一一

’吟一一

I
一

吐け

注忠一 1 申鱗人賎．､未枠内に所要事項を記入し， 『印艦」鰯に所定餌の印紙峯ちよぅ用《爾印しない． 》
の上,厭狩から切り取ら窪いで‘･どの悪を係貸に錘出してください． 、
2. .. 『申鮪区分』梱， 「申麟人』 .掴の『麦格j". r闘魔等の目的j欄及びr隆出脅働幅は，
披当文字･をCで囲み，その他に岐幽す壱溺合にぱ？ （ ・ 》内に具体的に配入レてく麓さい．
3 『閲礎・騰写人銭名」掴は・申輔人以外の轡に閲醗･腺写をさせる嘱合に記入してください．

①

ユ

'

一一■■q■一一モーーー－－－－■一一L－－･■一一一一一一一一 一一一一一・一一一一口一・一一一一‘一一一一・一■■－■･＝■一一一 －一一一一一一.一一勺一 .一.～一一
▽

■

ゆ

－－－－1■■■■■■一一一①一一今－1■■■■
一一

13

刑事窮件肥録等臓威･騰写栗
、ｰ、．■一■－ ー

申賊年･月日
一一.ローーーマー

事件番号

a Q

被告人等氏名

－－－

●

閲蕊壊の圓的

’

’

~－

一
Ｊ

｡● ｰ－－一一一一､＝一 一

冷和 ・年 周 日

令和
●

、 年（ 》

第 号

今

｡

鯨訟早繍停・その他。

〔 〕

、

申鯖薩分
、

申鯖薩分

〆一や〆一

申申

繭繭

人人

』

糞 格

住 ・ 所
又は

会
名

士
．
畷
．弁
，
氏

配 録配 録

一一

磯

一一

磯

●●

●

柾

●

柾 拠物拠物
砲一一一マーーー－－－－．q砲一一一マーーー－－－－．q

蕊蕊
a

e

a

e 勝写勝写

戟管八・．弁躍人。戟管八・．弁躍人。
《

＝ ・ 二 二 “

《
＝ ・ 二 二 “

－－

ぞ:､の.他
》

－－

ぞ:､の.他
》

－ｰ－－－－ｰ－－－

÷- 0－－屯ぐ－－句 ‐で 寺÷- 0－－屯ぐ－－句 ‐で 寺

印印

脇
一
物確等方法

q ■

所要見込畷間
ー●一

次回.期一日

－－－－弓一~~ー一一
時岡

1■■

一一一

一一一

－－－

角a

『
〃

分
一
園

窒肇氏名窒肇氏名
蝿出癖顔蝿出癖顔
● 寺● 寺

事誘興． ，蕊 轡．。

I

その紬

〉。

愛任状。、その他

〔 〕
閲覚岬の部分
Q 群議及び輪別.描走条件

4

鍾哩謹飯』憲艦耐

閲党人占謄零入
P

｡

記録等葦貿砿隠

－、
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(別紙様式鰯a)

猫
《

■
。
■
や
●
一
口
ｙ
■
８
。
■

分
●
一

》

墜
一

｢ー 密

密
一
・
懲
婿

蔀
一
函

ー

｡－｡■

(庁名〕 ダ

臺王二重二二星二厘二璽葺二三三二二重二二二亙二
原特番

･家事蕊件龍録等閲戴・ ・膳写累
･…一・一一一一・ー~ーー ・・'一･･Ir--･一・一一一・一一一一一画一～マーー….率ゴー一一一・二 ．1．△､△

濁鶚 毒
･申
令一

事

子●空函

中 日

震司雪三三
一出='一|竈琴窪刷 〕

福

審判． 胴停準備等・その他
閲
一
所
一
談
．

）
一
分
一
日

』
一

間

月日I“
一
閲
一

》
ｅ

一
の
一

》
毎

一
》
一
・一

一
一
の
‐
｜》

‐
鵠
一
・
》
。

、
鷲
一 壁篁皇竺塑I室_室塁笠_|醗雪雷雲や

一ｰ～

■
Ｊ
１
１
■
■
■
■
■
■
，
。
■
Ｉ否

’
１
日
ｆ
Ｉ
１
Ｉ
０
ｇ
Ｉ
Ｕ
０
０
Ｉ
０
Ｉ
ｊ
ｉ
ｉ
Ｖ
ｌ
Ⅱ
Ｈ
１
ｉ
Ｉ
Ｉ
０
■
ｌ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
ｌ
８
８
２
く
ｆ
三
■
ｂ
０
５
０
８
Ｄ
ｉ
ｌ

誌墓E=
印
．
Ｉ
紙
一
備

一
■
■
勺
ｐ
ｑ
ｑ
■
■
■
、
■
日
■
回
り
●
■
■
■
■
ｑ
ｑ
Ｄ
■
■
■
Ｕ
ｇ
Ｄ
■
■
Ｄ
Ｄ
Ｉ
■
Ⅱ
ｐ
Ｄ
ｌ
Ｉ
０
■
ｒ
Ｌ
ｒ
Ｉ
一
・

，
《
０
０
０
８
８
８
０
０
ｇ
ｌ
Ｏ
９
０
８
０
８
ｇ
ｇ
Ｄ
Ｄ
０
グ

ー
〃

●
一

一
。
●
一
一

ケ
臼
一

《
・
命
一

一
■
０
－
の

《
ｌ
Ｏ
Ｏ
８
ｆ
Ｏ
ｒ
Ｏ
Ｏ
９
０
８
９
Ｄ
Ｇ
ｒ
Ｏ
Ｉ
Ｏ
Ｏ
Ｄ
《

》
◆
■
■

ロ

。

一

一
・
●
６
口
一

一

■

●

一

一
ｐ
一

●

●
凸
ｐ

●
■
●

い
１
１
９
９
０
８
０
１
■
Ｊ
Ｏ
Ｏ
９
８
ｊ
ｌ
Ｏ
ｒ
Ｏ
Ｏ
Ｏ
Ｏ
◆

●

●
◆
》

の
●

一

一
●
一

一
。
一
一

』

－
０
争
Ｃ
一

一
』
ロ■

０
－
０
」
Ｉ
Ｏ
８
０
０

６

０

菫

８

０

０

０

－

８

９

８

８
一
日
、

日

日

、

龍録係舵麹等
返還・砿・惚印

I璽堅霊園二~~~三
..ー雲一一--丁一

●ー一面時1－ －凸． ． ▲

『
I
D

一･ ･~

一戸＝ー百一＝ー･ロヂーロー･－ロー＝－－－－
｡

’
’
１
１
７
．
．
１
当
に

｛
し
。
，
姑
と

一
。
砿
も

、
ロ
●

一
一
・
一
一
一
一

一
エ
ｒ
、
し
に
．
一

一
峰
い
》
唖
》
》

ｆ
一
・
印
も
ｊ
的
避
用

一
》
》

◇
一

準
・
輻
罎
霊
櫨

さ
的
体
さ
製

』
》
《
》
》
評

・
一
・
一
峠
》
・
》
・
》
》
や
・
今

一
昨
》
》
称
融
・
望
》
．
》

一
汰
詫
伽
剛
鯛
韓
．
痙

一
は
符
区
で
・
緑
顕

一
柵
望
・
剛
》
鵬
《
》

の
文
・
保

辻
尋
”
：

●

、

L
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DC 凸 一の ■

(別紙様式第4〕● ■

.． ．~.~･‘｡..~･一子｡..‘･….‘-.......-...…-.--切・｡｡，･･･，･･･--.,’･…････－－．．，’--．…･･一・敗･･･｡．･･･－．．－．－－．.一･･一･･･････,､－･‘熱････….‘.-...……..､--.-..-…-.-.‘.-．
■ ●

● ● ● ●

（庁名》．

I

a 「閲覚．膝零人氏名』･欄偽宇繭入昼外の考に閲欠･脳写餐まぜる輯金に起入しでください．
｡

15

原:符番号 第 ・号 担当部係 部 係

申路.区.奇
◆

巳

閲 ． 魔 。 賎
■ ●

写

令和： ：年
● g

●

●

● ひ

． ．月 日。

令和
寺 ●
年. （少 ）

P

鴬 号

年
餓
人

● ●

●

■

資 絡．

－－，－・ ■■ 卸

住 所
弁嬢･士会
● ｡

． 又は

検療庁

の

｡

録 ・名

■

少隼。.付飯人？検察官. ・係嘆考．

その他〔－－－－－－－－－－－ユ

閲覚停の目的

閲鷲

人氏名．

膳；写 一

(軍餓入との関係＄ ）●

■

0 D

所要見込時
－

吹

聞
、

－一

回蛎 日

坤間 ・分
･

月． 日
錐・出．密：碩・

辞否及.び蒔・別揃定条件ゆ 申 e

許

否

_鯉蜘舞誕璽gL

交付月 目 ●

閲霊人･も鵬写人

記録鋪受領砿認
● 0



（別紙10)

(別紙様式第5）

－－．．．．．･･･････--..----..-..-..－．．－‐切宇．･･･-....--..--..----.--..-． 取一････------..---..-...．-..-． 線...............､---........--..---.._．、

(庁名）

注意 1 申請人は'太枠内.に所要事項を記入し,原符から切り取らないで,この票を係員に提出してください。
2 「申請区分｣欄』 「申請人｣欄の｢資格｣欄は,該当文字を○で囲み,その他に該当する場合には, （ ）内
に具体的に記入してください。

3 ‐ 「閲覧･謄写人氏名｣欄は,申謂人以外の者に閲覧･謄写をさせる場合に記入してください。

16

医療観察事件記録等閲覧･謄写票(原符）

受付年月日 令和 年 月 日
申 請 区 分 閲 覧 ・ 謄 写

事件番号

対象者氏名

令和 年（医 ）
第 号

事件記録等返･還
月 日 ・ 事‘件担
当書記官受領印

■ー■■一面■■ー■■‐■■■■‐ ､一●■一一一一■■‐P‐｡ 口担書
口却下
口拒絶

申請人氏名

原．符 番号 第 号

事件担当書記官

票 受 領 印 （ 部 係）

原符番号 第 号 担 当 部 係 部 係

医療観察事件記録等閲覧・謄写票 申 請 区 分 閲 ． 覧 ・ 謄． 写

申請年月日 令和 年 月 日

事件番号

対象者氏名

令和 年（医 ）

第 号

閲覧等の目的

所要見込時間

次回期日

時間 分

月 日

提出書類

妾仕状・その他

［ ］
閲覧 等 の 部 分 許否及び特別指定条件 裁判長(官)印

凸
ｑ
１

許

否

担当書記官印

備
考

交 付 月 日

閲覧人・謄写人
記録等受．領確認

記録係記録等
返還 確 認 印

､



側紙1 1）

(別紙様式第6） (表）

令和 年

爽刊眉

刃 EIが里

弓 ｜令和年（ ）第 号I令莉 号｜令莉

ヨ 1国

17



(裏）

合和年（ ）第 号｜令莉 号｜令荊 弟 号｜令和
『■万江 ■ ]

二I霊

18



（別紙12）
●

偶I紙様銭第S)

19

係書記
官認印

64
●

受 領 衝

裁判所 御中

次の物を受領しました．

令和 年 月 日

住所

ｏ
Ｑ

、

氏名

，

P
､

事件番号

４
一
Ｆ

令和 年（ 〉第 号

事 件 名

品

目

等

ｰ 心



(別紙13）

(別紙様式第1）

'

、

20I



(別紙 1"4）

(別紙様式第重）

予納郵便切．手管理票

事 件 番 号

予納者

令和 年（ ）第● 号

年月日 摘 要 使用額弓騰･予納額 残額 印

｡ ●

⑨ ‐●

－

、 ●

、

●

●

● ◆

■ ●

一

● ●

● ◆

仔
勵
卿
便
切
手
管
理
票

● ●

● ◆

● ●

● ●

● ・●

21



(別紙 15）

(別綾織武鯖S》

令和 年（ ）第
1

事伴番号 号

令和 年 月 日● ■

予納者 殿

裁判所

裁判所書記官 印

運 懲 霧

予納を受けた郵便切手について，使用残額 円分を

返還します。

なお， このほかに 円分は，返送料として使用しました。

納
蕊
便
切
手
返
還
書

、

お手数ながら別紙の受領書を提出してください。

22



(別紙16)

(別綴穂式第子）

事件番号 令和 年（ ）第1 号

令和 年 月 日

裁判所 御中

ノ

住所

氏名

ー

受 領 鶴

郵便切手 円分を受領しました。

紬
郵
便
切
手
受
領
書

23



孔

(別紙17.）

(別紙様式第S)

予納郵便切手保存簿

受 入 れ 返還事由

発生年月日

処 分事 件番 号 額

年月日 摘 要 年月日 摘 要 印

令和 年（ ）第 号
印 ●

｡ ⑥

● ●

｡

令和 年〈 ）第 号

令和 年（ ）第 号

号
号
号

第
第
第

』
ｊ
ｊ

く
く
ｌ

年
年
年

和
和
和

令
令
令 I

令和 年（ ）第 号 ●

● ● ● ●

陶
や



(別紙18）′

(別紙様式第6）

令和 年 月 日

裁判所物品管理官殿

裁判所 訟廷管理官

物品（郵便切手）取得通知書 ・

当職が保存している予納郵便切手の取扱いに関する規程第8条第1項の期間が経
過した別紙記載の郵便切手について，同条第2項の規定により物品管理官へ引き継
ぐこととしますので，物品管理法施行令第25条の規定により通知します｡

I

(注） 訟廷事務をつかさどる主任書記官が物品管理官に引き継ぐときの発信者名
の記載は，次の例による。

○○○○裁判所○○支部主任書記官○○○○

25



(別紙19）
卜

(別紙様式第7）

○○高等裁判所長官殿

（知的財産高等裁判所長，○○○○裁判所長，○○簡易裁判所司法行政事務掌理
裁判官）

検査書

主任書記官○○○○（訟廷管理官○○○○）が管理する予納郵便切手及び帳簿等
について，令和○○年○○月○○日の現況を検査した結果は次のとおりである。
口管理行為は適正と認められた。 ，

口管理行為のうち次の行為が適正とは認められなかった。

I
令和○○年○○月○○日 ，

○○○○裁判所○○首席書記官○○○○

(注）

1 該当する事項の□にしを付する。 ． 、

2括弧内には,適正と認められなかった管理行為について，その内容を具体的
に記載する。

3 首席書記官以外の裁判所職員が検査を命ぜられたときの検査書の作成者の記
載は，次の例による。

○○○○裁判所○○支部主任書記官OO○○

26



(別紙2O)

(別紙様式第8）

○○高等裁判所長官殿

（知的財産高等裁判所長，○○O○裁判所長，○○簡易裁判所司法行政事務掌理
裁判官）

報告書

下記1の損傷した予納郵便切手について，下記2の；

記3の日に細断の方法により廃棄したので報告します。

下記2の裁判所職員の立会いの下，下

記

1 損傷した予納郵便切手

（1）事件番号 令和○○年（○）第○○号

（2） 券種及び枚数○○円○枚

2廃棄に立ち会った裁判所職員

（1）所属 ○○○○

（2）官職及び氏名○○○○

3廃棄日

令和○○年○○月○○日

令和○○年○○月○○日

所属 ○○○○’

官職及び氏名○○○○

立会者確認印

(注） 廃棄に立ち会った裁判所職員が内容を確認して末尾に押印する。

27



ｰ

(別紙21）

(溺紙様式第1）
● ●｡ 巳

・爆音矛.一プ，等に関する整理票
事件番号 令和 隼(雪)繋 号

醗
廷
事
跡

取調べを受けた涯人又は鑑定人の氏名等●

四
Ｏ
ノ
ニ
ノ
一
・
○
ノ
八
ノ
ー

Ｄ
［
裁
判
通
達
九
九
〕

28



､

（別紙22）

0軸贈式第2）

｢~－昼~吾~ニーーラ~章~芯憂~夏｡,雨
I Ⅸ ．

彼 ：告｜

|=鴛駕庁菫駒這年幾紬恥Ⅷ
龍必者噸鋤嘔犀香羨一プロ替ヂｵﾃﾞ苧ブﾛその他.（ ）

…:縦…

｜ 愉年〃 ロ
ロ原.告口被告ﾛ利害脇人

箇晶裁納判官寮嗣官鮫

I

紐
廷
事
務

I

.－．．．－．－－．．.〒一一一 一マー－－ －．．．一･････－． 一一一一 一一0

． ､ 髭． ． ：領 書・

上記複製した鴎脊ﾃｰプﾛピ美ｵﾃｰ穴雅の他〔
た．

令和年． 月 日

醜告醗告口利菅関聯

鵬哉判所蝋官喪配官獲
一一~~一一一一一や一＝－－ー－ー･ 一口一
り．誤当する獺の恥し群f寺盤一

)窪受領し童
狸
ｐ
ノ
ニ
ゾ
ー
Ｏ
〃
八
ノ
ー
’
一

Ｄ
嵐
劇
判
通
運
九
九
〕

_」

I

29



(別紙23）
'

(別紙様式第1）

○

事件番号 令和 年（ ）第 号

保管物番号
）

提
氏

出 者

． 名

備 考

宮
号
札
）

裁判所

ノ

30ジ



(別紙24）

(別紙機式第2）

31



(別紙25）

(別紙様式第1）

○

令和 年押

第 号押 収

番 号 令和 年押

第 号

符 号

ノ

被告人

(少年。対象者） ほか 人

備 考

裁判所 支部 （
番
号
札
）(注） 番号札の大きさは，物の形状に応じて適宜調整することがD

できる。

32



(別紙26）

(別紙様式第2）

立 Ａ酉 封金

和令
第

押
号
年 符号

ーーI■■ー一一■U■－■■■ ！■■ロ

事
番

件
号
令和 年（ ）第 号

被告人
(少年・対象者） ほか 人

ビ 受領年月日 令和 年 月 日

二

円

I

ル

金 種 別 内 訳

種別（紙幣）

10, 000円

枚数 種別． ｡ （硬貨）
一

500円

個数

ー~一一一一ー÷ー一一一

計 枚 計 個

裁判所 支部

33



(別紙27）

(別紙様式第3）

裁判官
認 印

保管委託書 押収物主任官⑳

‘年． 令和 月 日

保管者 殿

裁判所

次の押収物の保管を委託します。

なお，御承諾いただきましたら，同封の保管承諾書に年月日，住所及び氏
名を記載した上，提出してください。

事件番 ロ弓 令 和 年（ ）第 号

事件名

被告人

(少年・対象者）
ほか 人

押収番号 令 和 年押第 ロ
弓

保管を委託

する押収物

保管条件

(注） 記載事項を省略せずに適宜様式を変更しても差し支えない。

34



(別紙28）

(別紙様式第3の2）

保管承諾書

令和 年 月

裁判所 御中

住所

保管者

次の押収物の保管を承諾し， これを受領しました。

日

事件番号 〈
洞 和 年（ ）第 号

事件名

被告人

(少年・対象者）
ほか 人

押収番号 令 和 年押第 号

保管する

押収物

保管条件

(注） 記載事項を省略せずに適宜様式を変更しても差し支えない ．。

35



(別紙2．9）

(別紙様式第4）

保管料支払事由発生（変更）通知書

令和 年 月 日

支出負担行為担当宮
殿

資金前渡官吏

押収物主任官 ⑳

次の押収物の保管について,保管料の支払事由が発生（変更）したから，
通知します。

笠_聖_雪_量~1－全_一亜
事件名 ’

令和 年押第年押第 号号

被告人

(少年・対象者）
ほか 人

支払事由発生

（変更）の日
令 和 年 月 日（保管委託）

保管期間

保管料

押収物の品目

及び数量

保管者の住所

及び氏名

一

(注） 記載事項を省略せずに適宜様式を変更しても差し支えない。

36



(別紙30)

(別紙様式第5）

甲収物

制印

の押収物を受領し宮

(注）

1 事件番号，押収番号等は，押収物を送付した裁判所のものを記載する。

2記載事項を省略せずに適宜様式を変更しても差し支えない。

37

事件番号 令 和 年（ ）第 号

事件名

被告人

(少年・対象者） ほか 人

押収番号 令 和 年押第 号｡

符号 ロ

目口口 数量

一
一 一J



(別紙31)

(別紙様式第6）

令和 年

．』 偶

号I令和由

11厄■■

弓｜令和年押第 号｜令和年押第 号i令和生押篭 星

芝領棚

(仮出押収物送付簿）
●

38



(別紙32）

(別紙様式第7）

裁判官
認 印

押収物主
任官認印

保管物主
任官認印

押収物鑑定結果通知書

令和 年
押収物主任官殿

裁判所書記官

次の押収物は，鑑定の結果変化したから，通知します。

月 日

⑳

事件番号 令 和 年（ ）第 ロ
弓

事件名

被告人

(少年・対象者）
ほか 人

押収番号 令 和 年押第 号

符号 口
叩 目 数量 変化の状況

一

(注)｝ 記載事項を省略せずに適宜様式を変更しても差し支えない。

q

39



(別紙33）

(別紙様式第8）

甲収物主任官唖芝収堰

次の押収躯 又の判か係］ 飼
■ ● ●

● ●

事件番号

事件 名

被告人

押収番号

(注） 符号，品目，数量及び備考欄については’適宜様式を変更しても差し支え

ない。

40

令和 年（ ）第 号

ほか 人

令和 年押第 号
＝ 0

口
目ロロ 数量 備 考



(別紙34）

(別紙様式第9)
Ｉ

即
の

叛
凸
［ '工の受

、通耶
函知の
細書日

託
翻
し
て
‐
媚
知
ら

持
参
し
て
く
だ
さ
い

及
び
委
任
状
を
持
参

の
旨
を
返
信
用
は
が

ゞ
返
信
用
は
が
き
の

年
月
日
、
住
所
及
び

.。Ⅱ▽

41

郵便往復はがき

I

(性）

令細年押第 号

郵便往復はがき
(返）

押
収
物
主
任
官
殿

裁
判
所

令和 年押第 ・ 号



一

(別紙35）

(別紙様式第1o)

細’ II▽ 肘

却収躯

の押収物はウ 函

お．お手数左力

．1,-1

記仕

(注） この様式は参考であり，適宜様式を変更しても差し支えない。

42



(別紙36)

(別紙様式第11）

令和令和 年押第 号年押第 号

郵便往復はがき

（性）

□
一
右
の
押
収
物
（
換
価
代
金
）
は
、
あ
な
た
に
還
付
す
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た

か
ら
、
．
受
取
の
た
め
当
庁
会
計
課
（
係
）
に
お
い
で
く
だ
さ
い
。

（
注
意
）
・
返
信
用
は
が
き
に
受
取
の
日
を
記
載
し
て
、
お
知
ら
せ
く
だ
さ
い
。

受
取
の
際
は
、
・
こ
の
通
知
書
を
持
参
し
て
く
だ
さ
い
。

代
理
人
の
場
合
に
は
、
通
知
書
及
び
委
任
状
を
持
参
し
て
く
だ
さ
い
。

二
最
寄
り
の
日
本
銀
行
の
支
店
又
は
代
理
店
で
支
払
を
受
け
る
こ
と
を
希
望
さ

れ
る
場
合
に
は
、
そ
の
旨
を
返
信
用
は
が
き
に
記
載
し
た
上
、
お
知
ら
せ
く
だ

・
さ
い
。

金令
和
年
月
日

（
所
在
地
）

た
だ
し
、

押
収
物
還
付
通
知
書

円

裁
判
所

の
換
価
代
金

I

令和 年押第 号

副使往後
（版

令
和

を
希
望
し
ま
す
。

一
一
一

日
本
銀
行
（
支
店
又
は
代
理
店
）
で
支
払
を
受
け
る
こ
と

岳年 月

月 日
受
取
の
た
め
出
頭
し
ま
す
。

日
氏
名

腓
一
目
宅

(注意） 不要部分は，線を引いて消し，該当
部分のみ記載してください。

(押収物還付通知書(丙)）
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(別紙37）

(別紙様式第12）

剛ｲ甲』宝プ

右
の
押
収
物
は
、
令
和
年
月
日
あ
な
た
に
仮
還
付
を
し

た
物
で
す
が
、
令
和
年
月
日
事
件
が
終
結
し
、
必
要
が
な

く
な
り
ま
し
た
か
ら
、
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

令
和
年
月
日

押
収
物
還
付
通
知
書

（
所
在
地
）裁

判
所

(押収物還付通知書(丁)）

、

I

1
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捌紙38）
戸

(別紙様式第13）

～

！
制咋

士午

の押収物0

(注） 記載事項を省略せずに適宜様式を変更しても差し支えない。

45

押収物主
任官認印

令 和 年（ ）第 号

ほか 人

令 和 年押第 号

品 ． 目 数量



(別紙39）

(別紙様式第14）

極Ilv弱

脊赤「

の抑Ⅱ▽〃 攝什'）フテ閥

(注） 記載事項を省略せずに適宜様式を変更しても差し支えない。

／
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f

｝ ，

(別紙4o)

(別紙様式第15)

押収物交付通知書

令和 年 月 日

殿

所在地

庁名

押収物主任官 ⑳

1 次の押収物（電磁的記録を含む。 ）は，あなたに交付することになりまし

たから,受取のため当庁刑事事件係においでください。

（注意）同封の回答書（交付）に受取の日を記載して，お知らせください。

受取の際は， この通知書を持参してください。

代理人の場合には，通知書及び委任状を持参してください。

2 もし，出頭できない場合には,その旨を同封の回答書（交付）に記載した

上，お知らせください。

3もし，押収物（電磁的記録を含む。 ）が不必要な場合には，同封の回答書

（交付）の「2放棄書」を○で囲み，年月日，住所及び氏名を記載した上，

お知らせください。

事件番号 令和
－

令和

年（ ）第

年押第

号
一
号押収番号

符号 品 数 量目

、

(注） 記載事項を省略せずに適宜様式を変更しても差し支えない。
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(別紙41）

(別紙様式第15の2） (交付用）

回答書 （交付）

令和 年 月 日

住所

氏名

月 日受取のため出頭します。1

U

2放棄書

次の押収物（電磁的記録を含む。 ）は，その権利を放棄しますから，裁判

所で適当に処分してください｡．

3その他（出頭できない場合には，その理由等を記載してください。 ）

事件番号 令和
一

令和

年（ ）‘第

年押第

号
一
号押収番号

符号
ロ
叩 数 量目

(注） 記載事項を省略せずに適宜様式を変更しても差し支えない。
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(別紙42）

(別紙様式第16）

麺 IIv 塊

押収躯

7､詞Ⅱ▽鰯

(注） 記載事項を省略せずに適宜様式を変更しても差し支えない。
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(別紙43）

(別紙様式第17）

(注） 記載事項を省略せずに適宜様式を変更しても差し支えない。

I

ノ

50

受領書（交付）

令和 年

裁判所 御中

住所

氏名

月 日

次の押収物（電磁的記録を含む。 ）の交付を受け，受領しました
● ｡

事件番号 令和 年（ ）第 号

事件名

被 告人

(少年・対象者） ほか ． 人

押収番号 令和 年押第 号
① ■

符号 口

目ロロ 数 量



(別紙44）

(別紙様式第18）

弾暇

ロﾛ 11

の押咽 のため棗押えを亀

一

(注） 記載事項を省略せずに適宜様式を変更しても差し支えない。
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(別紙45）

(別紙様式第19）

電磁的記録複写許可通知書

令和 年 月 日

殿

所在地

庁名

押収物主任官 ⑳

1 次の押収物に移転された電磁的記録は，複写を受けることができますので，

複写用の記録媒体を当庁刑事事件係に持参又は郵便等で送付してください｡

なお,複写用の記録媒体は，○○以上の記憶容量が必要です。

2複写用の記録媒体を持参された日に電磁的記録の複写を受けることはできま
I ン

せん。電磁的記録が複写された記録媒体は，後日当庁で受け取っていただくか，

又は郵便等で送付することになりますので，希望される受取方法について,同

封の回答書（複写）の1の「(1)j又は「(2ハを○で囲み，必要事項を記載した

上，お知らせください。

（注意）代理人の場合には，通知書及び委任状を持参してください。

3もし，電磁的記録が不必要な場合には，同封の回答書（複写）の「2放棄

書」を○で囲み，年月日，住所，氏名及び電話番号を記載した上，お知らせく
ださい。 ‘

’

事件番号 令和
－

令和

年（ ）第
一

年押第

号
一
号押収番号

符号 口
叩 目 数 量

(注） 記載事項を省略せずに適宜様式を変更しても差し支えない。
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ダ

(別紙46）

(別紙様式第19の2） (複写用）

ｰ==＝＝

（複写）

令和 年 月 日

回答 書

住所

氏名

（電話番号 ）

1 1複写された記録媒体の受取方法は次のとおりです。

｜ （1）裁判所に出頭の上，受け取ります。

(2)郵便等により送付してください。
◆

（送付先 ）

2放棄書

次の押収物に移転された電磁的記録の権利を放棄しますから，裁判所で適当

に処分してください。

事件番号 令和
－

令和

年（ ）第

年押第

号

押収番号 号

符号 ロ
叩 目 数量

リ

(注） 記載事項を省略せずに適宜様式を変更しても差し支えない。
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(別紙47）

(別紙様式第20)

電 磁的記録送付書

令和 年 月 日

殿

所在地

庁名

押収物主任官 ⑳

次の押収物に係る電磁的記録を複写しましたから，送付します。

なお，お手数ながら，同封の受領書を提出してください。

事件番号 和
和

令
令

年（ ）第

年押第

号

押収番号 号

符号 ロ
叩 目 数 量

(注） 記載事項を省略せずに適宜様式を変更しても差し支えない。
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(別紙48）

(別紙様式第21）

押収物主
任官認印

受領
室
胃 (複写）

令和 年 月 日

御中裁判所

住所

・ ・ 氏名

・次の押収物に係る電磁的記録の複写を受け， 当該電磁的記録が複写された記録

媒体を受領しました。

事件番号 令和 年（ ）第 号

事件名 一

被告人

(少年．対象者） ほか 人

押収番号

符号
ロ
叩 数 量目

(注） 記載事項を省略せずに適宜様式を変更しても差し支えない。
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(別紙49）

(別紙様式第22）

電磁的記録を複写

砿かし、の下詫び

綴鯉依房姜桝の押収躯

』

(注） 記載事項を省略せずに適宜様式を変更しても差し支えない。
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(別紙50)

(別紙様式第23）

9

次の押収物は，刑事訴訟法（第499

1こ該当するので，公告してください。

姪お＆公告の年月日及び方法輪ぴに

m499tC

.片始NF
由

■

七
町

色

事件番号 I 令和 年（ ）第 号

事件名

｡ ●

被告人 ほか 人

押収番号I 令和 年押．第 号

符号 数 量

電磁的記録を特定するに足りる事項

(注）

1 ・符号，品目及び数量欄については，適宜様式を変更しても差し支えない。

2電磁的記録を特定するに足りる事項欄は，押収物が刑事訴訟法第4g.9条の

2第1項の場合に該当するときに記載する。

3不要の文字は，削除する｡
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目ロロ



(別紙51）

(別紙様式第24）

ﾔ 壷一一

押収物主
任官認印

制印

住所

の押収物のｲI又還付を芸
■ ■

$

■

申 0

事件番号
Ｌ
ａ
Ｂ

事件名

被告人

(少年・対象者）

押収番号

符号

(注） 記載事項を省略せずに適宜様式を変更しても差し支えない｡ ‘
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令 和 年（ ）第 号

ほか 人

令 和 年押第 号

目
ロ

ロロ 数量



(別紙52）

(別紙様式第之5）

(注） 記載事項を省略せずに適宜様式を変更しても差し支えない。

59

裁判所

押収物送付書

の
。
呼
■

庁名

次の押収物を送付します。

令和 年 月 日

御中

押収物主任官 ⑳

事件番号 令 和 年（ ）第 号

事件名
－

被告人

(少年｡対象者） ほか 人

0 ◆

押収番号 令 和 年押第 号

符号
ロ

目口口 数量 備 考



(別紙53）

(別紙様式第26）

／

澗ⅡV 肱

灰の押収物を送付し目

事件番号 ’ 令和 年（ ）第 号

事件名

『 ．

少 年
ほか 人

令和 年押第 号押収番号

備 考符号

(注） 符号，品目，数量及び備考欄については,適宜様式を変更しても差し支え
●

ない。
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目
ロ
ロロ 数量



(別紙54）

(別紙様式第27）

(注） 記載事項を省略せずに適宜様式を変更しても差し支えない。

61

裁判官
認 印

主任書記
官認印

廃棄処分書

庁名

令和 年 月 日

押収物主任官 ③

次の押収物は，廃棄する裁判（令和 年 月 日）に基づき，令和

年 月 日廃棄した。

事件番，号 令 和 年（ ）第 号

事件名

被告人

(少年・対象者）

Ｌ

ほか 人

押収番号 令 和 年押第 号

符号 目口
口口 数量

■
〃

廃棄方法 備考



(別紙55）

(別紙様式第28）

青禾「次の押収物は．換仙

令和 年（ ）第 号

ほか 人

年押第 号令和

備考

合計金額 円 （保管票進行番号令和 年第 号）

(注） 記載事項を省略せずに適宜様式を変更しても差し支えない。

62

裁判官

認 印
主任書記
官認印

事件番号

事件名

被告人

（少年 ）

押収番号

符号
口

目ロロ 数量 単価 金額



(別紙56）

(別紙様式第29）

押収物主任官側

『

の押収物は，令和

耗鯉除しますから

事件番号

事件名

被告人

(少年・対象者）

押収番号

祁 取

備 考

(注） 記載事項を省略せずに適宜様式を変更しても差し支えない。
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令 和 年（ ）第 号

ほか 人

令 和 年押第 号



(別紙57）

(別紙様式第30)

、

押収物国庫帰属通知書

令和 年 月 日

歳入徴収官

殿

物品管理官

押収物主任官

次の押収物は，国庫に帰属したから，通知します。

⑳

国庫帰属の年
月日及び事由

押収番号 数量符号
口
中 目 備考

■ ■

令和年押第 号
』

(注） 記載事項を省略せずに適宜様式を変更しても差し支えない。

戸
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(別紙58）

(別紙様式第11）

録音テープ等の複製の申出書

申立人

相手方

上記当事者間の御庁令和 年（損）第 号刑事損害賠償命令事件に

ついて，令和 年 月 日に実施された口口頭弁論口審尋の期日におい

て，口下記の者の陳述口検証の結果が録音テープ等に記録されましたが,それの

別添口録音テープロピデオテープロその他（ ）に対する複製を申し出

ます。

記

口申立人 口相手方 口証人

I

口参考人 □

令和 年

口申立人

月 日

口相手方 口利害関係人

氏名

地方裁判所裁判所書記官殿

受領書

上記複製した口録音テープロピデオテープロその他（

ました。

令和 年 月 日

口申立人 口相手方 口利害関係人

氏名

）を受領し

地方裁判所裁判所書記官殿

(注）該当する事項の□にしを付する。

P
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(別紙59）

(別紙様式第1）

○

（
番
号
札
）

裁判所

66

事件番号 令和 年（ ）第 号

保管物番号

提 出 者

氏 名

備 考

ｰ



(別紙60）

(別紙様式第2）

67



(別紙61）

(別紙様式第2）
－

録音体の複製の申出書

口債権者口申立人
I■

口債務者口相手方

上記当事者間の御庁令和 年（ ）第 号 事件

について，令和 年 月 日に実施された口口頭弁論口審尋の期日にお

いて，下記の者の陳述についての録音体が作成されましたが,それの別添記録媒

体（ ）に対する複製を申し出ます｡

記

口債権者 口申立人 口債務者 口相手方 口証人

口参考人 口準当事者 □

令和年

口債権者

口代理人

月 日 ．

口申立人 口債務者 口相手方 □，利害関係人

氏名

裁判所裁判所書記官 殿

受 領 書

）を受領しました。

月 ： 日

口申立人 ロ債務者 口相手方 口利害関係人

上記複製物（

令和 年

口債権者

口代理人

氏名

裁判所裁判所書記官 殿

(注）該当する事項の□にしを付する。

、

68



(別紙62）

(別紙様式第1）

依 頼 書

在 日本国総領事殿

令和 年 月 日

裁判所

裁判長（官）

住所

原告

住所

被告

上記の当事者間の令和 年（ ）第

送達するため，民訴条約の締約国である

を要請されたく，依頼します。

記

1 送達すべき文書を発出した当局の表示

裁判所

2 当事者の氏名及び資格

原告

被告

3受送達者

氏名

住所

号事件について， 下記のとおり文書を

国の指定当局 に対し送達

69



4送達すべき文書

(1) 訴状副本

（2） 令和 年 月 日午 時 分の口頭弁論期日呼出状及び答弁書

催告状

5希望する送達方法

（1） 民訴条約第2条の任意交付

〈2） 民訴条約第3条第2項の受託国の国内法で定める方法

（3） 民訴条約第3条第2項の特別な方法，すなわち．…

(備考）

(1) 大使館の長等が領事官の職務を代行する場合には，宛名の表記を「在○○国

日本国大使」などとする｡

(2)公正証書（裁判外の文書)の送達の場合には， 「送達すべき文書を発出した

当局jは「○C法務局所属公証人○○」 と， 当事者の資格は「債権者，債務者」

と記載する。

(3) 「希望する送達方法」は，必要な項目のみを記載する。

(4) 記載事項には，民訴条約の締約国である外国の権限を有する当局の用いる言

語による訳語を書き添える。

I
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(別紙63）

(別紙様式第2）

依 頼 書

在 国日本国大使殿

令和 年 月 日

裁判所

裁判長（官）

住所

原告

住所

被告

上記の当事者間の令和 年（ ）第

送達するため,民訴条約の締約国である

されたく，依頼します。

号事件について， 下記のとおり文書を

国の外務省に対し送達を要請

記

(別紙様式第1に同じ）

1
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(別紙64）

(別紙様式第3）

書 番 号

年 月 日和

文
令

最高裁判所事務総局○○局長殿

高等裁判所長官

（地方裁判所長）

（家庭裁判所長）

在 日本国総領事に対する送達嘱託の依頼書等の送付につ

いて（依頼）

下記の事件に関する別添の書類を送付するようお取り計らいください。

なお，送達に要する費用として予納金 円を 裁判所に保管中です。

記

裁判所令和年（ ）第 号事件

(備考） その他の送付依頼の文書も， この様式に準じて作成する。

い
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(別紙65）

(別紙様式第4）

文 書 番

令和 年 月

号

日

最高裁判所事務総局○○局長殿

高等裁判所長官

（地方裁判所長）

(家庭裁判所長）

日本国総領事に対する送達嘱託の依頼に伴う費用の在 日本国総領事に対する送達嘱託のf

支払について

（ 月 日付け○○第 号に対ずイ

下記のとおり送達に要した費用を外貨送金しました。

記

号に対する報告）

事件名

裁判所令和 年（ ）第

送付依頼書の日付等

令和 年 月 日付け第

送金金額

1

号事件

2

号

3

送金年月日 、

令和 年 月 日

送金先

在 日本国総領事館（

送金銀行

4

5

銀行 口座）

6

73



銀行 支店

その他の送金報告書も， この様式に準じて作成する。(備考）

ー

P

、

汀

■

74



(別紙66）

(別紙様式第5）

文
釧

書 番 号

年 月 日

最高裁判所事務総局○○局長殿

I

高等裁判所長官

〈地方裁判所長）

（家庭裁判所長）

送達条約第5条第S項の翻訳文の送付について（依頼）

下記の事件に関する別添の翻訳文を送付するようお取り計らいください。

記

裁判所令和 年（ ）第 号事件

伶和 年 月 日付け第 号に関する翻訳文の追送）

（備考） 指定当局からの要請に基づく翻訳文の送付依頼の文書も， この様式に

準じて作成する。

75
1



、

(別紙67）

(別紙様式第6）

送達嘱託書

国管轄裁判所御中

令和 年‘ 月 日

裁判所

裁判長（官） 印

住所

原告

住所

被告

上記の当事者間の令和 年（ ）第 号事件について，上記の当事者間の令和 年（ ）第 号事件について，下記のとおり文書を

送達されたく，嘱託します。

記

1 受送達者

氏名

住所

2送達すべき文書

（1） 訴状副本

（2） 令和 年 月 日午 時の口頭弁論期日呼出状及び答弁書催告状

(備考）

(1)裁判所以外の管轄官庁に嘱託する場合には，宛名の表記を「○○国○○省」

などとする。

＄

（

76



(2)本嘱託書には，所定の言語によって作成された所定の通数の翻訳文を添付す

る。

ダ

ノ

／

ノ

『

77



(別紙68）

(別紙様式第7）

送達嘱託書

在 日本国総領事殿

年 月 日

裁判所

裁判長（官）

令和

住所

原告

住所，

被告

上記の当事者間の令和 年（ ）第

送達されたく，嘱託します。

号事件について， 下記のとおり文書を

記

1 受送達者

氏名

国籍

住所

2送達すべき文書

(1)．訴状副本

（2）令和 年 月 日午

3受送達者は， 日本語を解する。

(備考)．

時の口頭弁論期日呼出状及び答弁書催告状

-．78



(1)大使館の長等が領事官の職務を代行する場合には，宛名の表記を「在○○国

日本国大使｣などとする。

(2) 受送達者の氏名は，外国人の場合には当該外国の公用語で記載し， 日本人の

場合にはローマ字を付記する。受送達者の国籍は，受送達者が日本国籍のほか

外国の国籍を有する場合には，両方を記載する。受送達者の住所は， 当該外国

の公用語で記載する。

3は）受送達者が日本語を解することが明らかな場合にのみ記載する。(3)

、

～
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(別紙69）
(別紙様式第8）

(注意）

1 口のある事項については，該当事項にしを付し， 「その他｣の場合には，括弧内に具体的な事

由を記載する。

2郵便送達の方法によったために直接書類受領者の署名等を得られない場合には，書類受領者

の受領証，配達証明書等を添付する等の方法により本人に送達された旨を明らかにする。

3 受送達者本人以外の者が本人に代わって受領した場合には， その氏名及び受送達者本人との

関係（使用人，従業者，同居者等）を明らかにする。

(備考） ※を付した箇所は，嘱託する裁判所において記載する。

80

量差 這琶 幸艮告

、

言壽

事件の表示 ’ ※ 裁判所 支部令和 年（ ）第 号

送達書類

｜※
受送達者

の氏 ・名
。

口 前記の書類は ｡

' 次のとおり送達した。

書類受領者の署名等

書類受領者の氏名及

び受送達者との関係

氏名（ ）

関係（ ）

送達日
､

時 ’ 令和 年
6

月 日 時 分

送達の方法 ’ 口書留郵便送達｡ □

戸

口直接交付 □その他（ ）

添付書類 ’
0 争

口書留郵便配達証明書 口受領証 □その他（ ）

口前記の書類は,次の理由により送達することができなかった。

理 由 ’
一 一

□あて所に尋ねあたらない 口転居先不明 口住所表示不完全

口留置期間経過 口受領拒否

□その他（ ）

添付書類 ’
口前記の送達書類 口返戻された封筒

□その他（
ｐ
●

）

｜
在外公館長

の資格及び

氏 名



(別紙70）

(別紙様式第9）

証拠調べ嘱託書

国の権限を有する当局御中

令和 年 月 日

裁判所

裁判長（官） 印

住所

， 原告

住所

・被告

上記の当事者間の令和 年（ ）第 号事件について，

づき，下記のとおり証人尋問されたく，嘱託します。

記

1 証人

氏名

住所

2添付書類

（1） 尋問事項書（訳文付き）

（2）事件の概要（訳文付き）

3証拠調べの実施期日及び場所の通知を求める。

(備考） 3は，その通知を求める場合にのみ記載する。

民訴条約第8条に基

鴨81



、

(別紙71〉

(別紙様式第1o)

依 頼 書

在 日本国総領事殿

ノ

令和 年 月 日

裁判所

裁判長（官）

住所

原告

住所

被告

上記の当事者間の令和 年（ ）第

問をするため，民訴条約の締約国である

を転達されたく，依頼します。

号事件について， 下記のとおり証人尋

国の外務省に対し証人尋問の嘱託

記

(別紙様式第9に同じ）

82



■
Ｉ
Ｉ
ｊ
Ｉ
Ｐ
ｌ

(別紙72）

(別紙様式第11）

証拠調べ嘱託書

国管轄裁判所御中

令和 年 月 日

裁判所

裁判長（官） 印

住所

原告

住所

被告

上記の当事者間の令和 年（ ）第 号事件について，

間されたく，嘱託します。

下記のとおり証人尋

記

1 証人

氏名

住所

2添付書類

（1） 尋問事項書（訳文付き）

（2） 事件の概要(訳文付き）

3 当事者（原告及び被告）は，証拠調べ期日及び場所の通知を求めない。

(備考）

（1）裁判所以外の管轄官庁に嘱託する場合には，宛名の表記を「○○国○○省」

I

83



などとする。

(2) 3は，その通知を求めない場合にのみ記載する。

(3) 本嘱託書には，所定の言語によって作成された所定の通数の翻訳文を添付す

る。

『

84



(別紙73）

(別紙様式第12）

証拠調べ嘱託書

I

在 日本国総領事殿

令和 年 月 日

裁判所

裁判長. （官）

住所

原告

住所

被告

上記の当事者間の令和 年（ ）第 号事件について，

1されたく，嘱託します。

記

証人

氏名

国籍

住所

添付書類

(1) 尋問事項書

(2)事件の概要

証人は， 日本語を解する。

当事者（原告及び被告）は，証拠調べ期日の通知を求めズ

問されたく，

l

証拠調べ期日の通知を求めな

下記のとおり証人尋

1

2

３
４ い。

85



(備考）

(1) 大使館の長等が領事官の職務を代行する場合には，宛名の表記を「在○○国

日本国大使」などとする。

(2)証人の氏名は，外国人の場合には当該外国の公用語で記載し， 日本人の場合

にはローマ字を付記する。証人の国籍は，証人が日本国籍のほか外国の国籍を

有する場合には，両方を記載する。証人の住所は，当該外国の公用語で記載す

る。

3は，証人が日本語を解することが明らかな場合にのみ記載する。(3)

(4) 4は，その通知を求めない場合にのみ記載する。

86



(別紙74）

(別紙様式第13）

嘱 託 書

外務大臣殿

年 月 日

裁判所

裁判長（官）

令和

〆

住所

申立人

上記の者の申立てに係る令和 年（ ）第 号執行認許の請求の嘱託申立事
●●

を請求されたく，嘱託します。件について，下記のとおり執行認許を請求されたく，嘱託します。

記

1 執行認許の請求をすべき訴訟費用の裁判

（1） 裁判所令和 年（ ）第 号 事件判決

（2） 裁判所令和 年（ ）第 号 事件決定

2執行認許の請求をすべき相手国

国

3訴訟費用債務者

氏名

住所

4執行認許の請求について裁判をする権限を有する当局の管轄を定める原因であ

る事実

5添付書類

87



（1） 裁判所令和 年（ ）第 号 事件判決謄本

（2） 裁判所令和 年（ ）第 号 事件決定謄本

（3）確定証明書

〈4）権限証明書

（5） (1)からく4)までの書類の翻訳文各1通

6費用額確定請求関係書類

（1）費用額確定請求書

（2）証拠書類

（3） (2)の証拠書類の翻訳文

(備考）

（1） 1から4までの事項には，執行認許の請求をすべき相手国の公用語による訳

文を書き添える。

(2) 6は，費用額確定請求書を送付する場合にのみ記載する。

88



一

(別紙75）

(別紙様式第14)

権限証明申請書

令和 年月 日

最高裁判所御中

住所

申請人

下記の裁判の確定証明をした裁判所書記官について，その権限を鉦明してくださ

い◎

記『

1執行認許の請求をすべき訴訟費用の裁判

（1） 裁判所令和 年（ ）第 号

（2） 裁判所令和 年（ ）第 号

2確定証明がされた裁判所

（1） 裁判所

（2） 裁判所

3確定証明をした裁判所書記官

（1）

（2）

4確定証明の日

（1）令和 年月 日

（2）令和 年 月 日

事件判決

事件決定

89



(別紙76）

(別紙様式第15）

依 頼 書

在 日本国総領事殿

令和 年 月 日

裁判所

裁判所書記官

住所

請求者

上記の者から訴訟上の救助請求書が提出されましたので， 別添の書類を下記のと

おり裁定当局等に転送されたく，依頼します。

． 記

1 請求が審理されるべき国の表示

国

2訴訟が係属し，又は係属すべき裁判所

S裁定当局等の表示

4訴訟上の救助請求者

氏名

住所

5添付書類

（1） 訴訟上の救助請求書

90



(2) 証拠書類

(3) (1)及び(2)の書類の翻訳文

(備考） 大使館の長等が領事官の職務を代行する場合には，宛名の表記を「在○

○国日本国大使」などとする。

91



(別紙77）

（別紙第2）

第1号様式

0

(注） ｛ ｝内の不要部分は抹消すること。

92

収入印紙再使用申出書

手数料を納付した

事件の事件番号
令和 年（ ）第 号

納付した印紙の総金額
0

金 円

民事訴訟費用等に関する法律第9条

を受ける場合は）

｛

’ の規定により手数料の還付
金銭による還付に代えて，上記の印紙のうちから

●
■

還付金額に相当する額

還付金額中 円分

証明してください。

ー

｝の印紙を再使用したいので，

令和 年 月 日

申出人 住所

氏名

{忌署．

支部
裁判所 御中

出張所
G O

丹 色■

その旨を



(別紙78）

(別紙様式第1）

I

93

鑑定委員会職務経過表(その1出頭関係）

年月日 職務の種類 鑑定委員名

I

(記載例）

3．9．1 記録調査,評議
○○○○
△△△△

□□□□

9．7 証拠調べ立会い ○○○○
□□□□

10.2 評議

｡

○○○○
△△△△

□□□□

10.5 意見書起案 ○○○○



(別紙79）

(別紙様式第2）

94

鑑定委員会職務経過表(その2届出関係）

裁判官確認
句 ｡

届出年月日 届出事項 鑑定委員名 備考

(記載例）
句

① 3.9.7
9.16現地調査
(全員）

○○○○
9． 16雨のた

め延期
9..25実施

ヅ 9．28
9.30○○市役所において調査
(B委員）

○○○○



(別紙80)

(別紙様式第1の2）

身分証明書における戸籍姓併記願

年 月 日

○○地方裁判所長殿

(所

(官

(氏

ｊ
ｊ
ｊ

属
職
名

身分証明書に戸籍姓を併記したいので， 申し出ます。

し

坐

95



I

(別紙81）

(別紙様式第裂の2）

資格証明書における戸籍姓併記願

年 月 日

○○地方裁判所長殿

ジ

所
官
氏

く
く
くや

ｊ
ｊ
ｊ

属
職
名

一

資格証明書に戸籍姓を併記したいので， 申し出ます'b

I

96



（別紙82）
(別紙様式）

債権者登録申請書[口新規･口変更］債権者ID:

年月 日

申請者 （本店住所）

（法人名）

東京簡易裁判所裁判所書記官殿

〃

債権者の名称(SO字以内）1

債権者の名称のフリガナ(SO字以内）2

●

97

1 2

● ●

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

●

17 .18。 19 20

21 22 鋼 24 25 錨 27 28 29 30 31 ‐

，

32 33 34 35 ． ” 37 38 39 ㈹

41 42 43．． “ 45 46 47 48 49 釦

1 2 3 4 5． 6 7 8 9． 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

21 22 麹 24 25 26 幻 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 “ 宅

41 42 43 、 “ 45 46 47 48 ？ 49 50



本店の所在地3

’
1

支店･営業所等4

(1)支店･営業所等

支店･営業所等、 のフリガナ(SO字以内）(2)

(3)

▼

支店｡営業所等の所在 郵便番号を含む｡)(107字以内）

98

0

〒

1 2 3

ー

4 5 6 ． フ

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

28 29 ” 31 32 33 34 35 36 ” ” 39 40 41 42 43 44 45 48 47

48 49

『

50 51 52 ” 54 55 56 57 “ 59 60 61 62 03 64 65 66 67

68 69 70 71 72 73 74 75 76 刀 78 79 80 81 82 83 餌 85 88 87

88 89 ” 91 92 93 “ 95 96 ” 98 99 1” 101 102 103 104 1U5 108 107

1． ． 2 3 4 5 6 7 8 9 1p 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

21 22 郷 24 25 26 27 配 29 30 31 32 33 鋼 35 36 37 3B ” 40

41 42 43 44 45 46 47 48 48 釦

－
１ 2 3 4 5 6 7 8 9 10 。 11 12 13 14

’
15 16 17 18 19 ”

21 22 23 24 顕 26 27 28 29 30 31 32 33 狐

’
35 36 37 38 39 40

41 42 43 “ 45 ． “ 47 48 48 ”

1■■■■

T

1． 2 3

一

4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

F

19 20

0

’
21 22 23 24 25 26 27

28 29 釦 31 32 33 34 35 36 37 38 39 ． 40

’
劇 42

ゥ

“ “ 45 46 47

48 49 （ 50 51 艶 鞠 54 55 56 57 58 59 60

’
61 62 63 64。 65 66 67

68 69 70 71 72 73 滴 75 76 77 78 79 80

’
81

□ ●

82 83 84 85 86 87

“ 89 90 91 . 92 93 94 95 96 97 98 ” 1m

’
101 1唖 103 104 1“ 106 107



I

債権者の連絡先に関する事項

(1)固定電話番号又は携帯電話番号(1回鶴当たり16字以内）

5

(2)ﾌｧｸｼﾐI)番号(16字以内）

(3)電子メールアドレス(携帯電話のものを除く｡1．電子メールアドレス当たり64字以内）

｡

● F ･

［

99
ﾛ■■■

1 2 3 4 5 8

ｲ

7 8 ．

’
9 10 11 12 13．

1

14 15 16

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10・ ・ 11 12 13 14 15
ロ
16

1 2 3 4 5 6 7 。 8 9 10 11

。

12 13 14 15
●

16

1 2 3 4 5 e 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2ロ

21 狸 23 24 25 26 27 28 29 ” 31 32 “ 34 35 ” 3フ 38 39 “

41 42 “ 44 45 48 4フ 48 49 釦・ ． 51 52 銅 望 55 56 5フ 58 ” “

師 B2 “ “

1 2 3 4 5． 6 フ 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1フ 18 19 20

21 22 23 24 25 26 2フ 28 29 30 31 32

■

33 鋼 35 36 37 38 ” “

41 42 “ “ 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 58 57 58 59 60

61 62 63

申

“



6 債権者の代表者に関する事項

（1）代表者の肩書(10字以内）

(2)代表者の氏名(50字以内）

(3)代表者の氏名のフリガナ(50字以内）

100

1 2

り

3 4 5．． 6 7 8 9 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9
ｳ

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 26 26 27 28 29 '” 31 32 33

●

餌 35 36 37 38 39 40

41 42 “ 44 45 46 47 ． “ 49 卵

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 釦

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32。 33 34 35 36
9

◆
一

37 38 ” 40

41 42 43 “ 4s “ 4フ 48 49 50



7 債権者の代理人･担当者に関する事項

（1）代理人の肩書

口支配人口参事

(2)代理人の氏名(50字以内）

(3)代理人の氏名のフリガナ(so字以内）

(4)担当者の氏名(so字以内）

(5>担当者の氏名のﾌﾘガﾅ(SO字以内）

－1m
ー

1 2 3 4 5 6
●

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

21 狸 ” 24 25 26 27 28 ” 鋤 31 32 33 34 35 36 37 38 39 “

41 42 43 44 45 46 47
●

“ 49 50

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ” 12 13 14 15 16 17 18 19
● 1

20

21 22 23 24 25 28 27 28 ” 30 31 錘 33 34 35 36 37 38 39 “

41 42 43 . 44 45 46 47 48 49 釦
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8 送達場所等の届出に関する事項

（1）送達を受けるべき場所

□Sと同じ □4と同じ 口下記のとおり(10ﾌ字以内）

(2)送達先の名称(SO字以内）

(3)送達を受けるべき場所と債権者との関係(20字以内）

(4)送達受取人等の氏名

p6と同じ ロ7(2)と同じ ロブ(4)と同じ ロ下記のとおり(SO字以内）
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9 還付事由が発生した場合の振込先口座に関する事項

（1）金融機関名(郵便局を除<｡20字以内）

(2)預金種別
●

口普通 口当座

(3)口座番号(ﾌ字以内）

(4)口座名義人の住所(郵便番号を含む｡)(10ﾌ字以内）

(5)口座名義(SO字以内）

(6)口座名義のフリガナ(SO字以内）

I
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パスワードを忘れた際の問い合わせキーワードの設定

(1)秘密の質問

□
(2)秘密の答え(so字以内）

10

｡ I

督促手続における処分の告知方法等に関する債権者の同意11

口同意する 口同意しない

I

I

ー

〃
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記入要領

1 新規登録

債権者登録申請書の「口新規」の□にし印を記入した上，次の要領により該当

事項を記入してください。

なお，債権者登録申請書の記載事項は末尾に※印が付されている項目について

のみ,支払督促の「当事者の表示」 iこ記載されます。

（1） 「1債権者の名称」※

法人の名称（法人の種類及び法人名）を左詰め50字以内で記入してくださ

い。

なお，法人の種類と法人名との間は， 1字分の余白を設けてください。

(2) 「2債権者の名称のフリガナ」

法人の名称（法人の種類及び法人名）のフリガナを左詰め50字以内で記入

してください。

なお,・法人の種類と法人名との間は， 1字分の余白を設けてください。

(3) ｢S本店の所在地（郵便番号を含む。 ） 」※

郵便番号及び本店の所在地を左詰め107字以内で記入してください。

なお，郵便番号は， ｢一（ハイフン） 」で区切って，記入して下さい。

(4) 「聖支店・営業所等に関する事項」

債権者が，支店・営業所等ごとにID番号を得て支払督促を申し立てる場合

又は代理人（支配人又は参事に限る。 ）ごとにID番号を得て支払督促を申し

立てる場合に記入してください。

ア 「(1) 支店・営業所等の名称」

支店・営業所等（代理人ごとにID番号を得て支払督促を申し立てる場合

には当該代理人の所属する支店｡営業所等｡以下同じ。 ）の名称を左詰め5

0字以内で記入してください。

イ ｢(2)支店・営業所等の名.称のフリガナ」

I
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支店・営業所等の名称のフリガナを左詰め50字以内で記入してください。

ウ 「(3) 支店・営業所等の所在地（郵便番号を含む｡ ） 」

郵便番号及び支店・営業所等の所在地を左詰め107字以内で記入じてく

ださい。

なお，郵便番号は， 「一（ハイブン） 」で区切って，記入して下さい。

（5） 「5債権者の連絡先に関する事項」

ア 「(1) 固定電話番号又は携帯電話番号J※

裁判所書記官が債権者に連絡する際の債権者の固定電話番号又は携帯電話

番号を，市外局番,市内局番，加入者番号の順に「－（ハイフン） 」で区切

って，左詰め16字以内で記入してください。

また，固定電話番号は，必ず記載してください。

なお，電話番号は，固定電話, ､携帯電話の種類を問わず，2回線まで登録

できますが，上段の欄に記載された1回線のみ，支払督促の［当事者の表

示｣に記載されます。

イ 「(2) ファクシミリ番号」※

裁判所書記官が債権者に連絡する際のファクシミリ番号を，市外局番，市

内局番，加入者番号の順に「＝（ハイフン） 」で区切って，左詰め16字以

内で記入してください。

ウ 「(3) 電子メールア臆レス」

裁判所書記官が債権者に処分の告知等に使用する際の電子メールアドレス

（携帯電話のものを除く。 ）を，左詰め64字以内で記入してください。

なお，電子メールアドレスは， 2つまで登録できます6

(6) 「6債権者の代表者に関する事項」

ア 「(i)代表者の肩書」※
． 、／

代表者の肩書（ 「代表者代表取締役」 ， 「代表者理事」等）を左詰め10

字以内で記入してください。
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ー

イ 「(2)代表者の氏名」※ 、

代表者の氏名を左詰め50字以内で記入してください。

なお，氏と名との間は， 1字分の余白を設けてください。

ウ 「(3)代表者の氏名のフリガナ」

代表者の氏名のプリガナを左詰め50字以内で記入してください。

なお，氏と名との間は, 、 1字分の余白を設けてください｡

(7) 「7債権者の代理人・担当者に関する事項」

ア ｢(1)代理人の肩書」※

該当する事項の□にし印を記入してください。

イ 「(2) 代理人の氏名」※

代理人の氏名を左詰め50字以内で記入してください。

なお,氏と名との間は， 1字分の余白を設けてください。

ウ 「(3) 代理人の氏名のフリガナ」

代理人の氏名のフリガナを左詰め50字以内で記入してください。

なお，氏と名との間は， 1字分の余白を設けてください。

エ 「(4)担当者の氏名｣

担当者の氏名を左詰め50字以内で記入してください。

なお，氏と名との間は， 1字分の余白を設けてください。

オ ｢(5)担当者の氏名のフリガナ」

担当者の氏名のフリガナを左詰め50字以内で記入してください。

． なお，氏ど名との間は， 1字分の余白を設けてください。

(8) 「8送達場所等の届出に関する事項」

ア 「(1) ・送達を受けるべき場所」※

例裁判所書記官が督促手続関係書類を送達する場合に，債権者が送達を受

けるべき場所について，該当する事項の□にし印を記入してください。

い 「口下記のとおり」の□にし印を記入した場合は，郵便番号，送達を受

1⑨7



けるべき場所（支店や債権管理センターの所在地等）を左詰め107字以

内で記入してください。

また， (2)から(4)の事項についても，記入してください。

イ 「(2) 送達先の名称」※

送達先の名称を左詰め50字以内で記入してください○

ウ 「(3)送達を受けるべき場所と債権者との関係」※

送達を受けるべき場所と債権者との関係（ ｢○○株式会社○○支店」 ，

「株式会社○○債権管理センタ.－」等）を左詰め20字以内で記入してくだ

さい。

エ 「(4)送達受取人等の氏名」※

（ｱ）裁判所書記官が債権者に対して督促手続関係書類を送達する場合の当該

書類の受取人について，該当する事項の□にし印を記入してください。

（ｲ） 「口下記のとおり」の□にし印を記入した場合において，送達受取人が

自然人のときは，その氏名を左詰め50,字以内で記入してくださ↓､。

なお，氏と名との間は， 1字分の余白を設けてください。

（ｳ） 「ロ下記のとおり」の□にし印を記入した場合において，送達受取人が

法人のときは，法人の種類，法人名，代表者の肩書（ 「代表者代表取締役」

， 「代表者理事」等）及び代表者の氏名を，左詰め50字以内で記入して

‘＜ださい。

なお，法人の種類，法人名，代表者の肩書，代表者の氏と代表者の名の

各間は，それぞれ1字分の余白を設けてください。

(9) 「9還付事由が発生した場合の振込先口座に関する事項」

ア 「（1） 金融機関名」

債権者が保管金の還付を受ける場合の金融機関名（郵便局を除く。 ）を左

詰め2.O字以内で記入してください。

イ 「(2)預金種別」
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債権者が保管金の還付を受ける場合の該当する預金種別の□にし印を記入

してください。

ウ 「(3) 口座番号」

債権者が保管金の還付を受ける場合の金融機関の口座番号を左詰め7字以

内で記入してください6

エ 「(4) 口座名義人の住所（郵便番号を含む。 ） 」

口座名義人の郵便番号及び住所を左詰め107字以内で記入してくださ

い。

／なお，郵便番号は， 「－（ハイフン） 」で区切って，記入して下さい。

オ 「(5) 口座名義」

口座名義を左詰め50字以内で記入してください。

． なお,、法人の種類と法人名との間は， 1字分の余白を設けてください。

力 「(6) 口座名義のフリガナ」

法人の種類及び法人名のフリガナを左詰め50字以内で記入してください。

なお，法人の種類と法人名との間は， 1字分の余白を設けてください。

⑩ 「10パスワードを忘れた際の問い合わせキーワーFの設定」

ア 「(1) 秘密の質問」

次に掲げる質問のうち希望する秘密の質問に該当する数字を□に記入して

ください。

「1」 あなたの出身地はどこですか？

’｢2」 あなたの父方の祖父の名前は何ですか？

「S」 あなたの父方の祖母の名前は何ですか？

「4」 あなたの母方の祖父の名前は何ですか？

「5」 あなたの母方の祖母の名前は何ですか？

「6」 あなたが飼っているペットの名前は何ですか？

「7」 あなたの好きなお酒は何ですか？
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「8」あなたの好きな食べものは何ですか？

「9」 あなたの好きな映画は何ですか？

「10」 あなたの好きな歌手は誰ですか？

「11」 あなたの好きな男優は誰ですか？

「12」 あなたの好きな女優は誰ですか？

「13」 あなたの好きな歌は何ですか？

「1．4」 あなたが最初に購入した車は何ですか？

「15」 あなたの卒業した小学校の名称は何ですか？

「16」 あなたの卒業した､中学校の名称は何ですか？

「17」 あなたの卒業した高校の名称は何ですか？

イ 「(2) 秘密の答え」

秘密の答えを左詰め50字以内で記入してください。

伽 「11 督促手続における処分の告知方法等に関する債権者の同意」

支払督促の申立て，仮執行宣言の申立て及び支払督促の更正の処分6支払督促の申立て，仮執行宣言の申立て及び支払督促の更正の処分の申立て

を却下する処分並びに支払督促の申立ての不備を補正すべきことを命ずる処分

の告知をオンラインにより行うこと及び送達不能通知をオンライン（通知は発

信した時に債権者に到達したものとみなされます。 ）により行うこと並びに債

権者に対する支払督促を発した旨の通知を省略することに関し，同意するか否

かを該当する事項の□にし印を記入してください。 ／

⑫その他の留意事項

ア 1マスに1字を記入してください。

なお，濁点及び半濁点については，独立して1マス.に記入することはせず，

濁音及び半濁音として1マスに1字を記入してください。

イ各欄への記入要領中，余白を設ける旨の定めがある場合において，余白を

設けると所定の字数内に記入すべき事項を書き切れないときは，余白を設け

る必要はありません。

一一一
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2登録事項の変更

1の(1)から1の(4)まで， 1の(6), 。 1の(9)に掲げる事項又は申立方法に関する事

項（債権者による申立てから代理人による申立てに変更しようとする場合又は代

理人による申立てから債権者による申立てに変更しようとする場合）の変更をし

ようとする債権者は，債権者登録申請書の口変更欄にし印を記入し，債権者登録

申請書に当該登録を受けたときに付与されたIDを記入した上，記入要領に従っ

て，登録の変更をしようとする事項についてのみ，記入してください
． ！◎
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(別紙83)

(別紙様式第1）

印紙の種類

口収入印紙

口登記印紙

予納収入印紙等管理票

事件番

令和 年（ ）第

事件番

令和 年（ ）第

号号
予納者

号号

年月日 摘 要 引継・予納額 使用額 残額 印

I

(注） 印紙の種類は，該当する□にゾを付す。
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(別紙84）

(別紙様式第2）

令和 年（ ）第 号事件

令和 年 月 日

予納者 殿

ク

裁判所

裁判所書記官 印

返 還 書

予納を受けた口収入印紙
口登記印紙

お手数ながら別紙の受領書を提出してください。

円分を返還します。

(注） 該当する□にゾを付す。

予納収入印紙等返還書
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(別紙85）

(別紙様式第3）

令和 年（ ）第 号事件

裁判所

裁判所書記官 殿

受 領 書

口収入印紙

口登記印紙

円分を受領しました。

令和 年 月 日

住 所

氏 名

(注） 該当する□にゾを付す。

予納収入印紙等受領書
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(別紙86）

(別紙様式第墾）

予納収入印紙保存簿

一

一

m

事 件 番 号 額
受 入 れ

年月日 摘 要

返還事由

発生年月日

処 分

年月日 摘 要 印

令和 年（ ）第 号 ●。 ●

ｰ

● ● ● ●

令和 年（ ）第 号 白 ● ● ● ●． ｡

令和 年（ ）､第 ．号 ■ ◆ ~ ● a ●

令和 年（ ）第 号 ● ● ● ● ● ◆

、

令和 、年（ ）第 号 ● ● ● ● ● ●

令和 年（ ）第 号 ● ■ ● ● ● ●

令和 年（ ）第 号 ● ● ● ● ● ●

令和 年（ ）第 号 ● ● ① ● ● ●

令和 年（ ．）第 号 ● ◆ ＝ ◆ ● ● ●

令和 年（ ）第 号 ● ● ◆ ● ● □



(別紙87）

(別紙様式第5）

予納登記印紙保存簿

ゴ
ー
④

事 件 番 号 額
受 入 れ

年月日 摘 要

返還事由

発生年月日

処 分

年月日 摘 要 印
－ ■

令和 年（ ）第 号
■ ■ わ

● ●
■ ．● ● ■

令和年（ ）第 号 の ◆
● ● ■ ●

令和 年（ ）第 号 ● ●
句 ● ● つ

令和 年（ ）第 号 ● ■
● ● ● ●

ー

令和 年（ ）第 号 守 ●
● ● e ●

令和 年（ ）第 号 ● ● ● C e ●

令和 年（ ）第 号 □ ●
● ● ● ●

令和 年（ ）第 号 ● ● ● ■ ● ●

令和 年（ ）第 号 ● ●
■ ● ● ●

令和 年（ ）第 号 ● ●
｡ ■ ● ● ●



(別紙88）

(別紙様式第6）

令和 年 月 日▲

裁判所物品管理官殿

裁判所 訟廷管理官

物品（収入印紙等）取得通知書

当職が保存している予納郵便切手の取扱いに関する規程第8条第1項の期間が経

過した別紙記載の口収入印紙 について，同条第2項の規定により物品管理官へ
口登記印紙

引き継ぐこととしますので，物品管理法施行令第25条の規定により通知します。
》

(注） 訟廷事務をつかさどる主任書記官が物品管理官に引き継ぐときの発信者名

の記載は，次の例による。

○○○○裁判所○○支部主任書記官○○○○

． 印紙の種類は，該当する□に．‘/を付す。
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(別紙）

口収入印紙
調書

口登記印紙
引継
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名 称

今
４
１
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甲
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‐

日

■

争

司

り

口

ｑ

２

８

Ｂ

’
摘 要

(金 種）

単位

(枚）

数量

８
Ｂ
０
Ｂ
ｊ
ｌ
８
０
１
１
４
１
ｊ
Ｕ
Ｏ
Ｂ
１
ｖ
０
《
Ｈ
１
１
９
Ｄ
Ｄ
ｂ
９
６
も
０
１
９
１
８
リ
ト
ウ
リ
・
‐
Ｉ

備考

口収入印紙
□登記印紙
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－= 司 ■ ■一△ 4-FF■＝シけ~F面ｰ‐ 盃 ◇ 二一一● マーロ再一ー一口－－． －－b一夕一一一▽ず一戸－，－

一一一一一一一一△－－､一一一△も一●→一口 一一・一一笹や"式一一口qー

円印紙

ニ マーニ ゥ,→一一■一や －缶一幸-タコ

円印紙

一 －号 一全一一中七一 r-T ｩ ● ずr r寸一←－－一一 ●ーや ● ▲ 十 ■ 凸ゆ r q~

－－－－上げ一安寺4－5－司’一一

寸一e－bp勺一一｡一一一■凸一一一

ー

円印紙

一一・e－●一手~

酉一Ggや－－9や～ 狸 P P ﾏ■■ ザーー~~抄Fa一一・､子P令勾、一夕一一”毎一寸一曲

円印紙

円印紙

円印紙

~一一一＝L●や■ p ● ■ も一F・

ーｰ4－－

〃

総額



口収入印
引継
口登記印

霊
園細明

紙
紙

金種

扉1-両「再F可一両'--両T■事件番号 円’ 円 合計額I 備 考

又I 極I 杖｝ 枚！ 枚！ 刑
円
一
円
一
円
一
円
一
円
一
円
一
円
一
円
一
円
一
旦
旦
剛
司
斗
剛
司
司
ｉ
副
計
旦
凹
馴
敵
：
可
斗
副
叫
可
訂
斗
剛
可
汁

Ｈ
一
円
一
円
一
可
｝
五舞妥篝三すE

座） 仁jj溌畳の司雷狸
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(別紙89）

(別紙様式第7）

「

O○高等裁判所長官殿

（○○家庭裁判所長）

検査書

主任書記官○○○○（訟廷管理官○○○○）が管理する予納収入印紙及び帳簿等

について，令和○○年○○月○○日の現況を検査した結果は次のとおりである。

口管理行為は適正と認められた。

口管理行為のうち次の行為が適正とは認められなかった。

1
令和○○年○○月○○日

O○○○裁判所○○首席書記官○○○○

(注）

1 該当する事項の□にしを付する。

2括弧内には，適正と認められなかった管理行為について，その内容を具体的

に記載する。

s 首席書記官以外の裁判所職員が検査を命ぜられたときの検査書の作成者の記

載は，次の例による。

○○○○裁判所○○支部主任書記官O○○○
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(別紙90)

(別紙様式第8）

○○高等裁判所長官殿

（○○家庭裁判所長）

検査書

主任書記官○○○○（訟廷管理官○○○○）が管理する予納登記印紙及び帳簿等

について，令和○0年○○月○○日の現況を検査した結果は次のとおりである。

口管理行為は適正と認められた。

口管理行為のうち次の行為が適正とは認められなかった。
へ

〆

令和○○年○○月○○日

○○○○裁判所O○首席書記官○○○○

(注）

1、 該当する事項の□にしを付する。

2括弧内には，適正と認められなかった管理行為について，その内容を具体的

に記載する。

3首席書記官以外の裁判所職員が検査を命ぜられたときの検査書の作成者の記

載は,次の例による。

○○○○裁判所○○支部主任書記官○○○○
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(別紙91）

(別紙様式第9）

《

○○高等裁判所長官殿

（○○家庭裁判所長）

報告書

下記1の損傷した予納収入印紙について，下記2の；
､ 〆

記sの日に細断の方法により廃棄したので報告します。

下記2の裁判所職員の立会いの下， 下

記

1 損傷した予納収入印紙

（1）事件番号 令和○○年（○）第○○号

（2）金種及び枚数○○円○枚

2廃棄に立ち会った裁判所職員

（1）所属 ○○○○

（2） 官職及び氏名○○○○

s廃棄日

令和○○年○○月○○日

戸

令和○○年○○月○○日

所属 ○○○○

官職及び氏名○○○○

立会者確認印

(注） 廃棄に立ち会った裁判所職員が内容を確認して末尾に押印する。
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(別紙92）

(別紙様式第10)

○○高等裁判所長官殿

（○○家庭裁判所長）

報告書

下記1の損傷した予納登記印紙について，下記2の；

記3の日に細断の方法により廃棄したので報告します。
下記2の裁判所職員の立会いの下，下

記

1 損傷した予納登記印紙

（1）事件番号 令和○○年（○）第○○号

（2）金種及び枚数○○円○枚

2廃棄に立ち会った裁判所職員

（1）所属 ○○○○

（2） 官職及び氏名○○○○

3廃棄日

令和○○年○○月○○日

令和○○年○○月○○日

所属 ○○○○

官職及び氏名○○○○

立会者確認印

(注）
廃棄に立ち会った裁判所職員が内容を確認して末尾に押印する。

ｰ
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ム

令和3年春の藍綬褒章受章者名簿(内定）
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